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平成™›年˜™月˜›日 金曜日 第œ ›Ÿ号官 報

（
有
価
証
券
の
取
引
等
の
規
制
に
関
す
る
内
閣
府
令
の

一
部
改
正
）

第
二
条

有
価
証
券
の
取
引
等
の
規
制
に
関
す
る
内
閣
府

令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
条
第
二
項
第
二
号
中
「
前
号
の
」
を
「
前
号

に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

前
号
に
掲
げ
る
会
社
が
他
の
会
社
の
総
株
主
等

の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
保

有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社

第
三
十
条
第
四
項
中
「
第
二
項
第
一
号
」の
下
に「
若

し
く
は
第
二
号
」
を
加
え
、「
他
の
会
社
」
を
「
会
社
」

に
改
め
る
。

第
五
十
九
条
第
二
項
第
二
号
中
「
前
号
の
」
を
「
前

号
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

前
号
に
掲
げ
る
会
社
が
他
の
会
社
の
総
株
主
等

の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
保

有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社

第
五
十
九
条
第
四
項
中
「
第
二
項
第
一
号
」
の
下
に

「
若
し
く
は
第
二
号
」
を
加
え
、「
他
の
会
社
」
を
「
会

社
」
に
改
め
る
。

第
六
十
三
条
第
二
項
第
二
号
中
「
前
号
の
」
を
「
前

号
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

前
号
に
掲
げ
る
会
社
が
他
の
会
社
の
総
株
主
等

の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
保

有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社

第
六
十
三
条
第
四
項
中
「
第
二
項
第
一
号
」
の
下
に

「
若
し
く
は
第
二
号
」
を
加
え
、「
他
の
会
社
」
を
「
会

社
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
府
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

〇
内
閣
府
令
第
七
十
八
号

金
融
商
品
取
引
法（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）

第
百
六
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
百
六
十
六
条
第
六

項
第
八
号
及
び
第
百
六
十
七
条
第
五
項
第
八
号
並
び
に
金

融
商
品
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
十

一
号
）
第
一
条
の
三
の
三
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
金

融
商
品
取
引
法
第
二
条
に
規
定
す
る
定
義
に
関
す
る
内
閣

府
令
及
び
有
価
証
券
の
取
引
等
の
規
制
に
関
す
る
内
閣
府

令
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。平

成
二
十
四
年
十
二
月
十
四
日

内
閣
総
理
大
臣

野
田

佳
彦

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
に
規
定
す
る
定
義
に
関

す
る
内
閣
府
令
及
び
有
価
証
券
の
取
引
等
の
規
制

に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府

令

（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
に
規
定
す
る
定
義
に
関
す

る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
に
規
定
す
る
定
義
に

関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
五
年
大
蔵
省
令
第
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
三
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

前
号
に
掲
げ
る
会
社
が
他
の
会
社
の
総
株
主
等

の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
保

有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社

〇
財
務
省
令
第
六
十
六
号

国
の
債
権
の
管
理
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三

十
一
年
政
令
第
三
百
三
十
七
号
）
第
十
条
第
四
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
債
権
管
理
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
四
日

財
務
大
臣

城
島

正
光

債
権
管
理
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令

債
権
管
理
事
務
取
扱
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
大
蔵
省
令

第
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
第
一
号
10
中
「
株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
貸

付
金
債
権
」を「
株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
貸
付
金
債
権

修
習
資
金
貸
与
金
債
権

」

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
農
林
水
産
省
令
第
五
十
九
号

水
産
資
源
保
護
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
三
百
十
三

号
）
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
、
水
産

資
源
保
護
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
四
日

農
林
水
産
大
臣

郡
司

彰

水
産
資
源
保
護
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令

水
産
資
源
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
農
林
省

令
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
を
第
十
一
条
と
し
、
第
九
条
の
前
の
見
出
し
を

削
り
、
同
条
を
第
十
条
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し

て「（
罰
則
）」を
付
し
、
第
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え

る
。（

報
告
の
徴
収
）

第
九
条

総
ト
ン
数
二
十
ト
ン
以
上
の
漁
船
の
船
長
は
、

農
林
水
産
大
臣
が
漁
具
の
流
失
に
つ
き
水
産
資
源
の
保

護
培
養
の
た
め
必
要
と
認
め
て
報
告
す
べ
き
事
項
及
び

方
法
を
告
示
し
て
定
め
た
場
合
に
は
、
当
該
定
め
に
従

つ
て
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

〇
農
林
水
産
省
令
第
六
十
号

農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
第

三
条
第
一
項
第
十
六
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
農
地
法
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
四
日

農
林
水
産
大
臣

郡
司

彰

農
地
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

農
地
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
農
林
省
令
第
七
十

九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
第
五
号
中
「
包
括
遺
贈
」
の
下
に
「
又
は
相

続
人
に
対
す
る
特
定
遺
贈
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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